
BELS 評価書作成プログラム（Ver.5.0.0）改修内容 

2018 年 7 月 6 日 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

 

 BELS 評価業務方法書（以下、業務方法書という。）の 7 月 9 日改正に伴い、BELS 評価書作成プロ

グラムの改修を行います。 

 

 業務方法書（7 月 9 日付け）に基づく運用は、7 月 9 日（月）以降の BELS 申請書の受付より適用

されることとなります。 

 当面の間、BELS評価書作成プログラムにおいては、新規作成及び、評価書データインポート（XML）

を行なう際、以下の選択肢が表示され、旧業務方法書に基づく評価書の作成が可能となっております。 

 

選択肢（文言が多少変更される可能があります） 

①2018 年 7 月 9 日以降の受付 

：下記改修後の入力画面と評価書（業務方法書（7 月 9 日付け）の内容） 

②2018 年 7 月 8 日以前の受付 

：改修前の入力画面と評価書（業務方法書（5 月 15 日付け）の内容） 

 

 

 

改修内容 

1. BELS 評価書作成プログラムの入力画面の追加・変更 

（1） 基本情報・入力画面 

（2） ファイルアップロード画面 

（3） 住宅・入力画面 

（4） 非住宅・入力画面 

（5） 共同住宅等（共用部分）・入力画面 

（6） その他情報・入力画面 

 

2. BELS 評価書作成プログラムにおける注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

作成 PG ：BELS 評価書作成プログラム 

WEB-PG：国立研究開発法人建築研究所「エネルギー消費性能計算プログラム」 
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1. BELS 評価書作成プログラムの入力画面の追加・変更 

（1） 基本情報_入力画面 

1) 「建築主等と申請物件の利用関係」及び「国庫補助事業への評価書等活用」欄の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記項目は入力必須となり、申請の対象とする範囲の過半以上のもの１つを選択。 

2) 「申請の対象とする範囲」の変更、追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 変更箇所 

a.改修前：「建物」 

改修後：「建物（非住宅建築物全体）」又は「建物（複合建築物全体）」 

※「建物」は申請書において、「建築物全体」と表記 

 

b.改修前：「住戸」 

改修後：「住戸（共同住宅等・複合建築物の住戸部分）」又は「住戸（店舗等併用住 

    宅における住戸部分）」 

 

② 追加箇所 

 複合建築物の部分（非住宅部分全体） 

 複合建築物の部分（住宅部分全体）  
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（2） ファイルアップロード画面 

・共同住宅等（共用部分）（以下｢共用部分｣）専用アップローダーを新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共用部分専用の PDF アップローダー（②）を追加しました。 

この改修により、標準入力法において、建物用途に｢共同住宅共用部｣が含まれる場合は、

①においてアップロードを行なうことができなくなります。複合建築物においては、非住宅

部分と共用部分の計算書を分けてアップロードを行なう必要があります。 

 

a.改修前：①でアップロードされた場合は、建物用途が｢共同住宅共用部｣の場合は、非住

宅・入力画面の共同住宅欄に反映され、評価書第 2 面の非住宅部分に表示。 

b.改修後：②を用いてアップロードされた計算結果については、建物用途に関わらず共同住

宅等（共用部）・入力画面に反映され、評価書第 2 面の共同住宅等の共用部分へ表示。 

 

【注意事項】 

a.アップローダー①について 

非住宅部分専用のアップローダーとなり、読み込まれた数値は、非住宅・入力画面に反映

されます。このため、標準入力法の建物用途に｢共同住宅共用部｣を含む PDF ファイルの読

込みは出来ません。 

 

※エラーメッセージ標準入力法の建物用途に｢共同住宅共用部分｣を含むファイルをアップロ

ードした場合 

 

 

 

 

 

 

① 

② 
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b.アップローダー②について 

標準入力法による共用部分専用のアップローダーとなり、読み込まれた数値は、共同住宅

等（共用部）・入力画面に反映されます。 

標準入力法の建物用途において｢共同住宅共用部｣以外の建物用途が含まれる場合でも、共

用部分として評価されます。 

 

※エラーメッセージ住宅、モデル建物法の PDF ファイルをアップした場合 

 

  

 

 

 

 

（3） 住宅・入力画面 

・非住宅部分の計算対象床面積の入力欄の新設 

 

 

 

 

 

 

ZEH－M マーク等表示を希望し、非住宅と太陽光発電設備を共有している場合のみ入力。 

 

（4） 非住宅・入力画面 

1) 共同住宅の入力欄及び表示の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 効率化設備に注意事項を記載 

最上段にあった、共同住宅の入力欄

を削除し、共同住宅等（共用部）・入

力画面に統一。 
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 非住宅部分の評価において、太陽光発電設備を住戸部分、共用部分と共有する場合は、各

部分の自家消費量及び自己消費量を発電量から差し引いた値を入力。 

 

（5） 共同住宅等（共用部）・入力画面 

効率化設備入力欄の変更 

 

① 入力欄を、コージェネレーション設備と太陽光発電設備それぞれに分別 

② 効率化設備の設計一次エネルギー消費量を QR コードからの読込みから手入力に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1） 

2） 
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③ コージェネレーション設備は、WEB-PG 算定結果第２面の当該項目の数値を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 共用部分に太陽光発電設備を有する場合は以下の手順で入力 

a. 太陽光発電設備の共有に関して、以下より選択。 

 「共有無し」：各用途（住戸部分、共用部分、非住宅部分）で太陽光発電設備を有

  し、当該設備の共有が無い 

 「住戸、共用部分で共有」：住戸部分と共用部分で太陽光発電設備を共有 

 「住戸、共用部分、非住宅で共有」：各用途全てで太陽光発電設備を共有 

 「共用部分、非住宅で共有｣：共用部分と非住宅部分で太陽光発電設備を共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 主たる廊下の形状を、以下より選択 

 「大半が屋内」：共用部分の、主たる廊下の形状の大半が屋内 

 「大半が屋外」：共用部分の、主たる廊下の形状の大半が屋外 
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 「－」     ：上記方法によらない場合 

            ※太陽光発電による削減量（自己消費量）の手入力が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 設計一次エネルギー消費量の合計（GJ/年）は、WEB-PG 算定結果より手入力 

 当該数値は、WEB-PG において太陽光発電設備を考慮（入力）せずに算定した設

計一次エネルギー消費量（その他含み）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電設備を考慮

（入力）せず、その他を

含んだ値 
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d. 太陽光発電による削減量（自己消費量） 

 主たる廊下の形状において「－」を選択した場合のみ、手入力。それ以外は自動

算定されるので入力は不要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ZEH－M マーク等の表示を行うための入力欄の追加 

この欄は、ZEH-M マーク等表示を行う際で以下に該当する場合に入力。 

 

 

 

 

① 総発電量（太陽光発電）は以下のいずれかに該当する場合 

 共用部分単独の太陽光発電設備がある 

 共用部分と非住宅部分で太陽光発電設備を共有している 

 

② 非住宅部分の計算対象床面積は、以下に該当する場合 

共用部分と非住宅部分で太陽光発電設備を共有している 

 

（6） その他情報・入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廊下の形状「―」以外は

自動算定のため、 

入力不要 

① 

② 
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1) 「ZEB マーク」又は「ZEH マーク」、「ゼロエネ相当」、「ZEH－M マーク」に関する事

項の下記マークを追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ZEH Oriented 要件欄の追加 

 申請の対象とする範囲が、住宅又は住戸（店舗等併用住宅における単位住戸）の場合

に、申請者からの申告による ZEH Oriented の要件である「都市部狭小地」に関する事

項に適合の有無を入力。 

 

 

 

 

 

 「適合」を選択した場合、評価書第２面の参考情報のその他情報に定型文が以下のよ

うに表記される。申請者からの参考情報は、この定型文の下段より表記がなされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BELS 評価書作成プログラムにおける注意事項 

 作成 PG において、「ZEB マーク」及び「ZEH マーク」、「ZEH－M マーク」等の表示を行

う場合に、補助機能として要件を満たさない場合のアラート（エラーメッセージ等）を出し

ていますが、全ての内容を網羅しておりません。そのため、作成 PG で評価書が交付可能で

定型文 

定型文の下段より通常の参考情報

は表記されます 
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あっても各機関様において要件への適合及び内容の確認をしていただくようお願い致しま

す。 

 ZEH-M、Nearly ZEH- M 、ZEH-M Ready の表示を行う場合、すべての住戸が強化外皮基

準及び省エネ基準を満たす必要がありますが、作成 PG では各住戸の当該要件の適合は判断

しません。評価機関において事前に当該要件を満たしていることを確認していただく必要が

あります。作成-PG では各住戸の UA 値の平均で表示要件の適否を判断しています。 


